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別添

道路使用許可に係る手数料の徴収免除に関する取扱要領

１ 趣旨

この要領は，道路使用許可に係る手数料の徴収免除に関し，必要な事項を定めるも

のとする。

２ 県規則第２条第１項の表中９の項のアについて

「国又は地方公共団体が直接公共の利益のために道路を使用する場合」とは，国又

は地方公共団体が，その責務の範囲内で道路を使用する場合であって，かつ，手数料

が当該国又は地方公共団体の負担となる場合をいう。

したがって，国又は地方公共団体の機関の長の名で申請書が提出された場合であっ

ても，申請内容が明らかに国又は地方公共団体の責務と認められない場合には，手数

料を徴収するものとする。

３ 県規則第２条第１項の表中９の項のイについて

「学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校」とは，幼稚園，小学

校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校（盲学校，ろう学校，養護学校

等），大学及び高等専門学校をいい，同法第124条に規定する専修学校及び第134条に

規定する各種学校は，これに含まないことから，確認を必ず行うこと。

なお，同法第１条に規定する学校は，公・私立の別を問わないことから留意するこ

と。

４ 県規則第２条第１項の表中９の項のウについて

「手数料を徴収することが不適当なものとして公安委員会が定める場合」とは，公

安委員会規程第１条各号のいずれかに該当する場合をいい，次のとおりであるので留

意すること。

⑴ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条に規定する公立又は私立の保育所が行

う保育上の行事のために道路を使用する場合

⑵ 社会福祉法人鹿児島県共同募金会又は公益財団法人かごしまみどりの基金が募金

活動を行う場合

⑶ 日本赤十字社が献血活動，献血及び赤十字活動に関する街頭啓発キャンペーン

（チラシ配布，横断幕の設置等），募金活動等を行う場合

⑷ 営利又は売名を目的としない道路，交通信号機，道路標識，道路ミラー等の清掃，

保守点検，補修等を行う場合

⑸ 交通安全，犯罪防止等のためのパレード，チラシ配布，広報啓発キャンペーン，

防災訓練等を行う場合

５ 手数料減免（免除）申請書の提出について

県規則第２条第３項に基づき，３及び４の規定により手数料の免除を受けようとす

る者から道路使用許可申請を受理する場合は，その者から手数料減額（免除）申請書

（県規則別記様式）の提出を求めなければならない。


